
 

№15 事業名 子どもの医療費助成の拡充 
2026 

年度 

予算額 

276,049 
拡充分扶助費 

40,000 
千円 

新規 

拡大 

継続 

 

１ 事業目的（趣旨） 

子どもの医療費助成制度を拡充し、子育て世帯の経済的負担の更なる軽減を図る。 

 

２ 全体の事業内容 

⑴ 拡充の内容 

ア 小学４年生～中学３年生を対象としている外来診療に係る医療費助成の適用対象

を高校生等年代までに拡大 

イ 2026 年６月 30 日までとしている時限付き特例措置（※）の時限撤廃 

※１歳～小学３年生の助成対象に係る所得制限「なし」 

【拡充後】2026 年７月診療分～ 

 ０歳 １歳～小３ 小４～中３ 高校生等 

所得制限 なし なし 市民税所得割額 23.5 万円未満 

外来 

自己負担額 
０円 

市民税所得割額 12 万円以上 

上限 300 円 

市民税所得割額 12 万円未満 

０円 

入院 

自己負担額 
０円 ０円 

⑵ 事業期間 

   2026 年７月～ 

⑶ 事業主体 

   豊岡市 

 

３ 2026 年度予算 

⑴ 予算額 

  276,049 千円（県補助金 65,553 千円、金銭信託運用利息 57,642 千円） 

ア 乳幼児等医療費助成事業（０歳～小学３年生）   全体事業費 153,810 千円 

（うち扶助費 149,000 千円） 

イ こども医療費助成事業（小学４年生～高校生年代） 全体事業費 122,239 千円 

                       （うち扶助費 119,300 千円） 

 ⑵ 高校生等年代までに拡充が必要な扶助費 

   40,000 千円 

 

４ 拡充の経緯 

   2023 年７月～ 【４歳～小学３年生】所得制限なし、外来自己負担額０円 

   2025 年７月～ 【小４～中学３年生】外来自己負担額 

市民税所得割額 12 万円以上 上限 300 円 

                            12 万円未満 ０円 

 

担当課名【国保・年金課】（内線 2274） 

⑴ 子育てに優しいまち 


